
 

2025 年 3月 

 

受益者の皆様、 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

運用報告書に係る条文変更に伴う非重大な約款変更のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、マザーファンドを含む弊社設定の国内籍投資信託（以下、「各ファンド」といいます。）につきまして、

以下の通り非重大な約款変更を行いますので、お知らせ申し上げます。 

 

なお、各ファンドの運用の基本方針、運用体制等については変更ございません。 

また、本お知らせに関しまして、各ファンドの受益者様のお手続きは不要です。 

 

何卒ご理解下さいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧下さいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

敬具 

 

記 

１． 対象となる国内籍投資信託 

マザーファンドを含む弊社設定の国内籍投資信託 

 

２． 変更内容 

① 運用報告書を作成しているファンド 

運用報告書（全体版）は電磁的方法により提供する旨を定めている規定につき、投資信託

及び投資法人に関する法律第 14 条の改正に即した記載に変更するべく、信託約款の一部

に所要の変更を行います。 

② 運用報告書を作成していないファンド 

法定運用報告書の交付は行なわず、これに準ずる非法定資料の交付を行なう旨を定めてい

る規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条の改正に即した記載に変更す

るべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 

 

３． 理由 

今般、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条の改正に伴い、信託約款において



 

当該箇所について所要の変更を行うものです。 

 

４． 変更予定年月日 

2025 年 4月 1日 

以上 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

電話番号 03-4530-7333 

［受付時間］ 午前9時～午後 5時（土、日、祝・休日除く） 


